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意見提出者 個人 

 
１．項目 天下り 

２．既存の制

度・規制等

によってＩ

ＣＴ利活用

が阻害され

て い る 事

例・状況 

 ２００７年６月２３日号の週刊ダイヤモンドの「天下り全データ」とい

う特集で、天下りとして２万７８８２人という人数が示されている。中に

は他愛のない再就職も含まれているだろうが、２万５千人を超える元国家

公務員が各省庁所管の各種独立行政法人や特殊法人、公益法人、企業など

にうごめき、このような天下り利権が各省庁の政策を歪めているというの

が、今の日本のおぞましい現状である。２０１０年８月に公表されたの内

閣府の特例民法法人調査でも、このような特例民法法人だけで６千人を超

える天下り理事がいるとしており、これで１割程度減っているというもの

の、以前の調査と合わせて考えると、様々な団体・企業になお数万人規模

の天下り役人がいるのではないかと考えられる。 

 しかし、法改正によって得られる利権・行政による恣意的な許認可権を

盾に、役に立たない役人を民間に押しつけるなど、最低最悪の行為であり、

一国民として到底許せるものではない。さらに、このような天下り役人が

国の政策に影響を及ぼし、国が亡んでも自分たちの利権のみ伸ばせれば良

いとばかりに、国益を著しく損なう違憲規制を立法しようとするに至って

は、単なる汚職の域を超え、もはや国家反逆罪を構成すると言っても過言

ではない。 

 知財・情報政策においても、天下り利権が各省庁の政策を歪めているこ

とは間違いなく、政策の検討と決定の正常化のため、文化庁から著作権関

連団体への、総務省から放送通信関連団体・企業への、警察庁から各種協

力団体・自主規制団体への天下りの禁止を決定するべきである。これらの

省庁は特にひどいので特に名前をあげたが、他の省庁も含めて決定するべ

きである。また、天下りの隠れ蓑に使われている特殊法人、公益法人、特

定非営利活動法人、特定非営利活動法人等は全廃をベースとして検討を進

めるべきであり、天下りを１人でも受け入れている団体・法人・企業は各

種公共事業の受注・契約は一切できないという入札・契約ルールを全省庁

において等しく導入するべきである。 

 また、大臣の承認を受ければ良いとするような迂回天下りや、嘱託職員

として再就職するような隠れ天下りや、人事院の「公務員の高齢期の雇用

問題に関する研究会」などにおいて提案されている、６０歳を過ぎてから

公務員の身分のまま公益法人などに出向するといった新たな天下りルート

も許されるべきでない。 

３．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の根

拠 

国家公務員法 
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４．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の見

直しの方向

性について

の提案 

・閣議決定により、国家公務員法で規定されている再就職等監視委員会を

凍結し、大臣の承認を受ければ良いとするような迂回天下りや、嘱託職員

として再就職するような隠れ天下りや、公務員の身分のまま公益法人など

に出向するといった新たに提案されている天下りルートも含め、天下りを

完全に禁止する。 

 


